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申請から認定までの流れ

（小学校　入学予定者）

・以下の①～⑦の流れで手続きが行われます。

④申請書等の送付（１月下旬）

⑤申請書等の審査（１～２月）
②希望者へ申請書等の配付（１１月～）

③申請書等の提出（１月中旬まで）

※入学予定校へ

①「制度のお知らせ」の配付

（就学前児童検診時 １０月頃）

⑥「制度のお知らせ」の再度配付／申請書配付

（入学説明会時 ２月頃）

⑦支給決定通知の配付（３～４月）＝４月当初認定


